
経企第   ４２    号 
令和２年（2020年）５月 15日 

 
各  位 

 
北海道知事 鈴木 直道 

 
新型コロナウイルス感染症拡大防止のための休業等の要請期間の継続等について 

日頃から、新型コロナウイルス感染症拡大防止の推進について、格別のご理解とご協力
をいただき、お礼申し上げます。 
さて、北海道は５月３１日までの「緊急事態宣言」が継続していますが、道の「緊急事

態措置」に基づく休業要請等については、石狩振興局管内は継続、その他の振興局管内は
５月１６日以降、新型インフルエンザ特別措置法によらない休業協力依頼及び酒類の１９
時以降の提供自粛を解除することとしましたので、お知らせいたします。 

なお、施設の再開に当たっては、業種別ガイドラインの遵守など、適切な感染防止対策
の実施とその可視化を要請いたします。 
また、今回の期間継続を踏まえ、道では、感染症の拡大を防止し、経営の持続化を図る

ため、国が提唱する「新しい生活様式」の実践に取り組む事業者への支援金を支給するこ
ととし、その予算を本日専決処分により措置しましたので、現段階での支援金の概要案を
お知らせしますとともに、貴団体においても、会員団体・企業等に周知いただきますよう
お願いいたします。 
新型コロナウイルスとの戦いが長期化しています。「新しい生活様式」を実践し、ライ

フスタイル、ビジネススタイルを変革しなければなりません。北海道に関わるすべての方々
の知恵を集め、取組を可視化し、北海道全体で感染リスクを低減させる、そして道民と事
業者が連携し、事業継続やビジネスチャンス拡大につながっていく「新北海道スタイル」
を創ることを目指し、引き続きご協力いただけますよう宜しくお願いいたします。 

 

記 
１ 新北海道スタイル 
  別添１のとおり 
 
２ 北海道経営持続化臨時特別支援金 

(1) 概要案 
別添２のとおり 

  
(2) 問合せ先 

   休業要請専用ダイヤル 
電話番号：011-206-0104 又は 011-206-0216（直通） 
開設時間：８：４５～１７：３０（土・日・祝日も開設） 

 
 

 北海道新型コロナウイルス感染症対策本部 
【休業要請・休業確認班】 
【経済部新給付金制度検討チーム】 


